
令和６年秋季火災予防運動実施要綱 
 

【京都中部広域消防組合】 

１ 目 的 

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の

普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少

させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。 

全国の火災の状況をみると、住宅火災の件数は平成１７年以降減少を続け、令和

２年に初めて１万件／年を下回ったものの、令和３年からは再び増加傾向にあり、

死者数についても、増加傾向が続いている。 

また、令和６年能登半島地震においては、石川県輪島市において、大規模な火災

が発生したことを踏まえ、地震火災対策の推進が喫緊の課題となっている。 

特に、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生している  

ことから、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカー等の普及推進

を加速する必要がある。 

このような状況を踏まえ、下記４及び５の項目を中心として、火災対策の推進を

図る。 

 

２ 防火標語（２０２４年度全国統一防火標語） 

『守りたい 未来があるから 火の用心』 

 

３ 実施期間 

令和６年１１月９日（土）から１１月１５日（金）までの７日間 

 

４ 重点推進項目 

（１）地震火災対策の推進 

（２）住宅防火対策の推進 

 

５ 推進項目 

（１）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（２）製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

（３）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

（４）乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

（５）放火火災防止対策の推進 



６ 重点推進項目及び推進項目の具体的な実施事項 

（１）重点推進項目 

ア 地震火災対策の推進 

    家具転倒防止対策をはじめ、耐震自動消火装置の付いた火気設備、住宅用  

火災警報器や防炎品、住宅用消火器等の普及推進を図る。 

また、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生して  

いることから、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカー等の

普及推進を図る。 

なお、地震火災対策については、別紙１及び２の広報チラシを適宜活用し、

推進を図る。 

イ 住宅防火対策の推進 

住宅用火災警報器の設置の徹底、適切な維持管理の方法とその必要性の具体

的な広報及び経年劣化した住宅用火災警報器の交換の推進を図るとともに、 

住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等や防炎品の普及促進を図る。 

さらに、高齢者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置いた死者発生防止 

対策の推進及び電気火災やたばこ火災に係る注意喚起広報を実施する。 

（２）推進項目 

ア 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

避難施設等及び消防用設備等の適正な維持管理や防炎物品等の使用の徹底を

図り、防火管理体制を充実させるとともに、重大な消防法令違反対象物に係る

公表制度を関係者に教示し、履行期限・改修計画日を過ぎているものについて

は、警告・命令等の上位措置への移行も念頭に早期の違反是正に向けた取組を

推進する。 

特に、飲食店については、別紙３の広報チラシを適宜活用し、防火安全対策

の徹底を図る。 

イ 製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知を図る。 

特に近年、充電式電池やガストーチバーナーに起因する火災が多く発生して 

いることを踏まえ注意喚起を図る。 

また、不要になった充電式電池の処分については、居住する地域のルールに

従って処分すること等を、別紙４の広報チラシを適宜活用し、注意喚起を図る。 



ウ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

ガソリン等の貯蔵・取扱いに対する指導を強化するとともに、催しを主催  

する者及び火気器具を使用する屋台等の関係者に対する火災予防上必要な指導

の徹底を図る。 

エ 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

延焼拡大危険性の高い地域を中心とした火災予防広報や警戒を徹底すると 

ともに、火気取扱いにおける注意及び工事等における火気管理の徹底を図る。 

オ 放火火災防止対策の推進 

放火火災に対する地域の対応力を向上させるとともに、ガソリンの容器  

詰替え販売における本人確認等の徹底及び物品販売店舗等における放火火災 

防止対策の徹底を図り、効果的な放火火災被害の軽減対策を実施する。 

 

７ 地域の実情に応じた重点項目 

（１）電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進 

電気配線・燃料配管の適切な維持管理及び老朽化した器具や配線・配管の交換

を推進するとともに、電気機器や燃焼機器等の正しい使用の徹底を図る。 

（２）危険物等に係る災害防止対策の推進 

危険物等の適正な貯蔵・取扱いの徹底を図るとともに、危険物等の安全な移送

や運搬の徹底による災害防止対策を推進する。 

（３）「１１９番の日」の推進 

「１１９番の日」を機として、迅速、的確な１１９番通報に係る広報を実施  

するとともに、救急自動車の適正利用に関する意識の向上を図る。 

 

８ 実施要領 

（１）別紙「住宅防火 いのちを守る １０のポイント －４つの習慣・６つの対策－」

に関する広報等を実施する。 

（２）効果的に火災予防思想の普及を図るため、次に掲げる事項を実施する。 

ア 構成市町、消防団、管内事業所等への本運動の実施に係る協力依頼 

イ 広報媒体の配布及び掲出など各種媒体を積極的に活用した広報 

ウ 構成市町、消防団、管内事業所、地域住民等との連携 

エ 巡回広報、査察等の実施 

オ 新聞、ケーブルテレビ等への記事の掲載（放送）依頼及び記事の提供 



別紙 

 

住宅防火 いのちを守る １０のポイント 
－ ４つの習慣・６つの対策 － 

 

４つの習慣 

 

○ 寝たばこは絶対にしない、させない。 

○ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

○ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

○ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

 

 

６つの対策 

 

○ 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用

する。 

○ 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安

に交換する。 

○ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、

防炎品を使用する。 

○ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

○ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

○ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  

第３位 電気機器 第１位 コンロ 第２位 たばこ 

コンロを使うときは、 

火のそばから離れない！ 
寝たばこは絶対しない！ 

電気を正しく安全に使って、 

電気火災を防ぎましょう！ 

建物火災 出火原因（全国） 

実施期間 11 月 9 日(土) ～15 日(金) 

当消防組合管内での出火事例 

石油ストーブを消さずに使用したまま、カートリッジタンクをセットしようと 

したところ、灯油がこぼれて引火し、周囲に延焼拡大した。 

洗面化粧台の照明に規格のワット数を超える電球を取り付けたことにより、 

アクリル樹脂製の照明カバーが長時間過熱されて着火し、周囲に延焼拡大した。 その１ 

その２ 



 

 

火災予防チェックシート 

□ 家の周りに燃えやすいものを 

置いていませんか。 

□ 物置等は、鍵をかけていますか。 

□ コンロの周りに燃えやすいものを 

置いていませんか。 

□ コンロの使用中にそばを離れる場合は 

  必ず火を消していますか。 □ ゴミは決められた日以外に 

  出さないようにしていますか。 □ ガスホースは劣化していませんか。 

□ 寝たばこはしていませんか。 

□ 吸い殻は完全に消火していますか。 

□ 灰皿に吸い殻が溜まっていませんか。 

□ 灰皿に水を入れていますか。 

□ コンセプトやプラグにほこりが 

溜まっていませんか。 

□ コードに劣化や傷はありませんか。 

□ タコ足配線はしていませんか。 

  コードを束ねて使用していませんか。 

□ カーテンや家具等の燃えやすい物の 

  近くにストーブを置いていませんか。 

□ ストーブの上や近くで洗濯物を 

干していませんか。 

□ 給油する時は、必ず火を消してから 

  給油していますか。 

□ 風の強い時、空気が乾燥している時に 

焚き火をしていませんか。 

□ 周囲の安全確認及び消火の用意は 

していますか。 

□ 子どもだけで焚き火はしていませんか。 

□ 後始末はしっかりとできていますか。 

取り付けていますか？住宅用火災警報器 

住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、警報音や音声で、 

いち早く火災の発生を周囲へ知らせてくれます。 

その結果、早い避難と初期消火、119 番通報が可能になり、火災 

による被害を軽減することができます。 

また、住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池 

切れなどで、火災を感知しなくなったり、故障しやすくなります。 

 

交換しましょう。 


